
物品調達にかかる一般競争入札の告知について 

 

 物品調達について、下記のとおり一般競争入札を行います。 

 

平成 29年 12月 15日 

須 賀 大 輔   

 

記 

 

１ 調達内容 

（１）調達案件名称及び数量 

    いちご栽培設備部材及びいちご育苗設備部材購入 一式 

 

（２）調達案件の仕様 

別紙仕様書による。 

 

（３）契約期間 

契約締結日から平成 30年 2月 28日まで 

 

（４）納入場所 

越谷市増林 3781番地 

 

（５）支払条件 

完了後払い 

※納品確認後、越谷市の補助金が入金されてからの支払いとなります。 

 

 

２ 参加資格 

（１）当該契約を履行する能力を有する者であること。 

（２）破産者で復権を得ない者でないこと。 

（３）本件入札の告知日から落札決定までの期間に、農林水産省の機関、埼玉県

及び越谷市から、物品・役務契約に係る入札参加停止措置等を受けていない

者であること。 

（４）本件入札の告知日から落札決定までの期間に、農林水産省の機関、埼玉県

及び越谷市から、物品・役務契約に係る入札参加除外措置等を受けていない

者であること。 



 

 

３ 関係書類の配布 

入札に必要な関係書類の配布方法等は、下記のとおりとします。 

配布期間 平成 29 年 12 月 15 日（金）から平成 29 年 12 月 29 日（金）

まで 

配布場所 越谷市増森 3781番地 

４ 仕様書等に関する質問及び回答 

（１）仕様書に対する質問がある場合は、メールまたはファクシミリ等により、

質問書を提出してください。 

ア 受付期間 

平成 29年 12月 15日（金）午前 9時から 

平成 29年 12月 29日（金）午後 5時まで 

イ 受付場所 

越谷市農業技術センター（担当：野口） 

越谷市増森一丁目 69番地 

電話 048-969-0120 

ファクシミリ 048-966-5667 

メールアドレス 10085611@city.koshigaya.saitama.jp 

 

（２）質問に対する回答は、質問書を受理した方法により、平成 30年 1月 4日

（木）までに回答します。 

 

 

５ 入札（見積）参加申請書の提出 

入札に参加しようとする者は、別紙「入札（見積）参加申請書」に「契約

に係る指名停止等に関する申立書」を添付して提出してください。 

入札（見積）参加申請書の提出期間 

平成 29年 12月 15日（金）から平成 29年 12月 29日（金）まで 

 

 

６ 入札書の提出期間及び場所 

（１）入札書の提出場所 

〒343-0011  越谷市増林 3781番地 須賀大輔 宛 

（２）入札書の提出期間 

平成 30 年 1 月 4 日（木）午前 9 時から平成 30 年 1 月 11 日（木）午後 5



時まで 

（３）提出方法 

内封筒には、入札書及び見積内訳書を入れて封をし、表面に「調達案件

名」「会社名」を明記してください。 

郵送で提出する場合は、内封筒を外封筒に入れて送付してください。 

 

 

７ 開札場所及び日時 

（１）開札場所 

越谷市農業技術センター ２階 技術検討室 

越谷市増森一丁目 69番地 

 

（２）開札日時 

平成 30年 1月 12日（金）午後 2時から 

 

 

８ 入札保証金 

なしとします。 

 

 

９ 入札に関する注意事項 

（１）入札書の記載方法等 

入札金額は、品目ごとの単価にそれぞれの予定数量を乗じた額の合計額

を記載してください。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 8 パーセ

ントに相当する額を加算した金額（当該金額が 1 円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額(整数)を入札書に記載して

ください。 

 

（２）入札回数 

 １回とします。 

 

（３）提出書類 

入札書は、見積内訳書を添付して、持参もしくは郵送により提出してくだ



さい。 

 

（４）その他 

①入札書締切日時までに、入札書及び見積内訳書が提出されない場合は、

辞退したものとします。 

②入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 

 

10入札の無効 

（１）入札時点において、参加資格を有しない者がした入札 

（２）入札者の押印のないもの 

（３）記載すべき事項に記入のない入札書及び内訳書 

（４）その他入札に関する条件に違反し、または不正な行為があった入札 

 

11 落札者の決定等 

最低の価格をもって入札をした者が落札者とします。ただし、落札とするべ

き価格の入札をした者が 2 者以上あるときは、くじにより落札者を決定しま

す。 

 

12 問い合わせ先 

  越谷市増林 3781番地 須賀大輔 電話：080－1096－5211 

 

  

 


